
◆二十三番（木下泰之 議員） 最初に、下北沢地区の小田急線連立

事業での上部利用についてお聞きします。 

 下北沢駅に世田谷区が都市計画事業として事業を進めている区画街

路一〇号、いわゆる駅前広場につきましては、駅前マーケットもつぶ

して計画されており、その広さは導入部を含めて七千百平米の広さが

あります。そのうち小田急線の連立事業の鉄道上部について二千五百

平米の使用権を、更地価格の七割を計上して事業費を算定した上で事

業認可をとっています。七割というのは地上権の利用ということで一

般的な算定だということを、区の担当者からは聞いております。 

 しかしながら、旧建設省街路課が建運協定の解説書として執筆した

連続立体交差事業の手引によりますと、上部利用については、鉄道事

業者の定める貸付規則による使用料を払えば利用できるのではないで

しょうか。その貸付規則が更地価格の七割だというのでしょうか。こ

れではべらぼうに高いと言わなければなりません。まずはお答えくだ

さい。 

 ところで、建運協定によると、連立事業の一五％分が、同地区の連

立事業では二千二百平米が公租公課分として無料で使用できることに

なっております。連続立体交差事業の手引によりますと、公租公課分

として使う箇所は、駅の中心から可能な限り近い地点で利用を行うこ

とが了解されているということになっております。駅の中心点から可

能な限り近い地点というのは、言いかえれば地価の一番高いところと

いうことになるのは言うまでもありません。 

 下北沢について言っても、駅前広場を計画しているところは一等地

であります。そうすると、下北沢駅前広場の一部を公租公課分のなぜ

無償扱いとしないのかというのが疑問として出てまいります。二千五

百平米のうち二千二百平米を公租公課分として無料で賄えば、三百平

米のみに支払いをすれば済むということになります。その結果、事業

費六十八億円中、概算ですが、二十億円近くを節約することができま
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す。 

 事業認可申請の事業費見積もりがいいかげんでよいわけはありませ

ん。既に積み上げた数字は、連立事業の協議会の中で決められたもの

であるのか否か。この事業地を公租公課分を適用しないということで

極めて高上りに、つまりは小田急電鉄に極めて有利に取り決めたこと

になりますが、その理由はなぜか、どのような経緯でこうなったのか

説明していただきたい。 

 連立事業の交差道路の交差部分の処理についてお聞きします。 

 平成十六年二月二十三日付の東京都建設局道路建設部長からの文

書、十五建道建関第四百六十九号の二についてお聞きしておきます。

交差道路に対する協議文書です。交差道路に関する用地処理につい

て、なぜ世田谷区が行うのか。制度的枠組みと区が行うことになった

経緯を明らかにしていただきたいと思います。また、区の負担は幾ら

でしょうか。 

 下北沢連立事業について、小田急電鉄の負担金が五十億円である積

算根拠について再度お聞きします。 

 高架の連立事業の際には、この負担金は一四％であるにもかかわら

ず、協議で決めていることになっている地下化のこの事業では、その

負担金は都市側連立事業費六百六十億円中の七・五％にすぎません。

既に本会議で理事者は、区が答える立場にはないと答えております

が、五月二十九日の公共交通機関対策等特別委員会では、既に区が情

報を把握していることが明らかになりました。そのとおりですね。そ

うであるならば、積算根拠とその概算を明らかにしていただきたいと

思います。また、これまで隠してきた理由を説明していただきたいと

思います。 

 次に、下北沢連立事業関連道路事業と立ち退き問題についてお聞き

します。 

 平成十五年に線増連立事業の都市計画決定がなされましたが、旧都
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市計画では下北沢の駅前マーケットは複々線の駅舎のために立ち退き

を迫られていました。しかしながら、平成十五年の都市計画決定では

線増連続立体事業について、この地域については二線二層の地下方式

で行うようになったので、その幅が狭まり、駅前マーケットは鉄道事

業地から外されました。問題は、今度は五千三百平米の広大な駅前広

場の中に事業地として組み入れられることに駅前マーケットがなった

わけです。事業認可では百平米ふえて五千四百平米にもなっておりま

す。駅前広場の広さの決定経過について明らかにしていただきたいと

思います。 

 区のアンケート調査でも、広い駅前広場を望むのは少数意見であっ

て、一時期は区の委託調査で三百平米から千八百平米の駅前広場が検

討されたこともあり、下北沢街づくり懇談会の中でも、平成十二年の

四月にはそのように議論されていました。しかし、その後、同年七月

になって、補助金をつけるためには五千平米以上が必要だというよう

な議論を区の役人がして、覆されたという経緯があります。なぜその

ようになったのかを明らかにしていただきたい。 

 長らく秘匿されていたので、後から判明したことですが、既に昭和

六十二年、昭和六十三年の連立事業報告書で、五千四百八十平米の駅

前広場が必要であると書かれております。結局、平成十二年十月にま

とめられた連立事業調査報告書でも五千三百平米とこの数字をほぼ踏

襲しており、行政側の強引な誘導が見てとれますが、合意形成をどの

ように行ったのか、明らかにしていただきたい。 

 三月議会で道路認定がなされたことから、補助五四号線用地も含め

て立ち退き交渉が始まっておりますが、立ち退き対象になっているお

店の当事者からお話を聞くと、行政は事業の代替地や営業の再建につ

いては何ら腹案を示してくれないという話を耳にします。区は、下北

沢で商売をする人々の将来設計について、一体責任を持とうとしてい

るのかどうかお聞きしたいと思います。借地権や店舗借りで営業して
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いるお店が下北沢では圧倒的です。 

 平成十二年度の連立事業調査報告書には小田急線跡地上部に商店街

モールを形成するようなプランも示してありますが、そのようなプラ

ンを世田谷区は具体的に考えているのか否か、また、小田急電鉄関連

の商業施設についてのプランは一体どうなっているのか、また、区と

しての小田急電鉄への要請方針はあるのか、区は下北沢での商業スペ

ースについての方針を持っているのかどうかお聞きしたいと思いま

す。 

 次に、豪徳寺井伊家の墓所の国の史跡指定と彦根市、東近江市との

交流についてお聞きいたします。 

 豪徳寺の井伊家の墓所が彦根市及び東近江市のそれぞれの墓所とと

もに国の史跡に指定されました。国の史跡指定というのはなかなかと

れるものではありません。世田谷区がこの史跡指定に熱心であったと

いうことは聞いたことがないわけですが、今回の国の史跡指定がどこ

のイニシアチブで行われたのかお聞かせください。 

 昨年は彦根市では彦根城築城四百年で、マスコットであるひこにゃ

んは、いわゆるゆるキャラブームの先鞭ということで話題になりまし

た。また、ことしは井伊直弼が行った開国から百五十周年で、彦根市

では大きなイベントも用意しております。昨年の世田谷のふるさとま

つりにはひこにゃんが訪れて、二十分だけ歴史クイズをして帰ったと

の報告がありますが、それだけの関係でよいのかと思います。 

 世田谷は江戸時代に彦根藩の領地として二百三十五年の歴史があっ

たわけですけれども、彦根市のイベントについて積極的なコンタクト

がないのはなぜか。また、松陰神社との縁で、萩市とはそれなりの交

流があるのに比して、旧彦根藩との交流が疎遠だった経緯は世田谷の

七不思議の一つでもあります。それなりの理由があるはずでありま

す。その理由を調査していただきたいと思います。 

 国史跡指定や、ことしの開国百五十周年を機に、新たな交流を進め
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ていく必要があると考えますが、いかがでしょうか。 

 彦根市は、桜田門外の変を起こした水戸藩の水戸市とでさえ、敦賀

市を仲介役として歴史的和解をした上で、親善都市として交流してお

ります。また、世田谷区と同じ飛び領地であった栃木県の佐野市とも

親善都市として結びついております。世田谷区が彦根市の親善都市で

ないのが不思議なくらいです。 

 開国百五十周年を機に、これから百五十周年が幕末史とともに幾ら

でも出てきます。区役所を挟んで、吉田松陰と井伊直弼の墓が対峙し

ている世田谷区の役割は幾らでもありますし、観光資源ともなりま

す。区長と教育長にご提案したいと思います。地域を大事にするとい

うことは、歴史を見詰め直すことから始めるのが一番であります。古

代史、中世史も含め、世田谷地域が果たしてきた歴史的価値を再認識

していくような文化事業を積極的に企画するとともに、都市間交流な

ども、これを機会に発展的に見直していただきたいと思うが、いかが

でしょうか。 

 壇上からの質問といたします。 

◎工藤 交通政策担当部長 下北沢地区の上部利用につきまして、ま

ず公租公課分についてお答え申し上げます。 

 世田谷区では、下北沢駅の交通広場を初めとして、東北沢や世田谷

代田の駅前広場などを含めた上部利用方針を策定し、東京都及び小田

急電鉄に提示しております。下北沢地区の上部利用において公租公課

分をどこに充てるかにつきましては、現時点ではまだ決まっておりま

せん。また、価格については、今後協議の中で決まってくることと考

えております。 

 今後、都市計画事業者である東京都、土地所有者である小田急電鉄

と協議を進め、全体の上部利用計画を定めた上で、建運協定に基づき

諸条件を考慮した上で、公租公課分の配置を決めてまいります。 

 次に、交差道路に関する用地処理を世田谷区が行うのはなぜか。ま
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た、その経緯、そして負担についてお答え申し上げます。 

 平成十五年度に、区は東京都と建運協定に基づく協議を行ってお

り、小田急線と補助五四号線が交差する部分の道路の用地処理につい

て、世田谷区と小田急電鉄の間で調整することとなっております。建

運協定では、連立事業と道路事業を同時施行する場合の交差部の用地

につきましては、鉄道側が買収し、原則無償で使用することも可能と

はなっていますので、今後、その方向で小田急電鉄と協議してまいり

ます。 

 次に、積算根拠についてお答え申し上げます。 

 五十億円の内訳でございますが、踏切除去益、踏切事故解消益、地

上貸付益など、鉄道事業者の受益を積み上げた鉄道事業者負担額とし

て算定されたものと聞いております。これらは東京都と小田急電鉄と

の協定により定められたものであり、適切に処理され、国の事業認可

を受けたものと理解しております。 

 区といたしましては、協定を結んだ当事者ではございませんので、

積算根拠の詳細について答える立場にございません。 

 以上です。 
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